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はじめに 

 
 薩摩川内市は平成１６年１０月１２日に１市４町４村で合併し誕生しました。 

合併後これまでの間、合併前に新市の将来を謳い策定した「薩摩川内市まちづく

り計画」、その理念を引き継いだ「薩摩川内市総合計画」を基に、地域の一体感醸

成や市全体の均衡ある発展に取り組んできました。 
 行財政運営についても、合併直後から「薩摩川内市市政改革大綱」、「薩摩川内市

財政健全化計画・中長期財政運営指針（現：薩摩川内市中長期財政運営指針）」、「薩

摩川内市定員適正化方針」など方針を定め、職員数の適正化による人件費の抑制、

組織機構の見直し、民間委託への積極的取組、指定管理者制度の導入など様々な手

法により経費削減や市政運営の効率化に取り組んでまいりました。 
  

しかし、人口減少や少子高齢化による集落機能の低下、産業振興と雇用確保、安

全・安心なまちづくり等本市が取り組むべき多くの課題が残る中、平成２７年度か

ら地方交付税の合併特例措置が段階的に縮減されます。これは、本市の約３０％を

占める地方交付税額が減っていくことであり、平成２４年度交付税額を基に算定し

たところ、平成３２年度時単年度でみた場合には約４０億円の削減、また段階的に

削減される５年間の影響額の総計は約１００億円となり、本市の財政状況はかなり

厳しくなっていくことが予想されます。 
  

このような財政状況の見通しの下、これまでのように幅広い行政サービスを展開

していくことは、非常に困難な状況となってきます。「入るを量りて出ずるを制す」

という言葉が表わすように「歳入あっての歳出」であり、歳入の減少に対しては、

減少の見込まれる歳入以外の歳入を伸ばすか、歳出を削減するかの大きく分けて２

通りの手法があります。しかしながら、現在の景気状況を鑑みますと、飛躍的に歳

入を伸ばすということは非常に困難であり、歳出を削減する策を講じる選択をとら

ざるを得ません。 
具体的方策としては、人件費の削減、そしてこれまで幅広く提供していた行政サ

ービスの「選択と集中」を行うことにより歳出の削減に取り組んでいかなければな

りません。 
 
これらを踏まえ、地方交付税の特例措置が終了する平成３２年度までの財政運営

の方向性を示すものとして、経費削減において執り得る手法等を可能な限り具体的

に明示した「薩摩川内市財政運営プログラム」を策定いたしました。 
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１ これまでの取組 

 
～本市の行財政改革の歩み～ 

 
≪財政改革の歩み≫ 

本市の行財政運営は、「薩摩川内市まちづくり計画」の理念を引き継いだ「薩摩

川内市総合計画」や「薩摩川内市市政改革大綱」により、地方交付税の合併特例措

置が講じられる合併後１０年間に、地域の懸案事項の解消、地域の一体感醸成、地

域格差の解消などに目途をつけ、持続できる財政基盤を確立していくことを目指し

ている。 
特に財政運営上は、この特例措置が合併後１０年経過後となる平成２７年度以降

段階的に縮減されることを踏まえた上で、持続可能な財政運営に向けた指針として

「薩摩川内市中長期財政運営指針」を平成１６年１１月に策定し、平成１９年１０

月と平成２２年３月に財政運営の現状や社会経済情勢の変化等を踏まえた改定を

行い、これに基づき様々な取り組みを行ってきている。 
 
 
 
●参考：薩摩川内市中長期財政運営指針（平成２２年３月２５日） 
 
目標財政指標 

基　準　値 目　標　値

２０年度 ２６年度

普通会計市債残高 ５７６億円　　 ５１０億円以内　

人　件　費 １０２億円　　 ９５億円以内　

物　件　費 ５０億円　　 ４７億円以内　

補 助 費 等 ２４億円　　 ２３億円以内　

普通建設事業費 ８５億円　　 ７４億円以内　

公　債　費 ７２億円　　 ７８億円以内　

項　　　　目

 
※１ 公債費負担比率及び経常収支比率については、公債費負担比率が危険ライン

とされる２０％以内、経常収支比率が概ね９０％以内となるよう努める。 
※２ 実質公債費比率が起債借入時に国との協議が必要になる１８％を超えない

よう、健全な財政運営の確保を図る。 
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≪総合計画、市政改革大綱、中長期財政運営指針の相関図≫ 
 

                            （将来都市像と政策目標） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（市政のあり方と取組、課題              （持続可能な財政運営の 
 に対する改革の方向性）                構築） 
 
 
 
≪その他の行政改革の取り組み≫ 

（１）薩摩川内市定員適正化方針 
平成１７年９月 第一次決定、平成２２年４月 第二次決定 

（効率的・効果的な組織の実現に向けた職員数の適正管理方針） 
 
（２）薩摩川内市アウトソーシング方針 

平成１７年９月決定後、これまで７回の改定を経て、市有施設に関する項目に

ついては平成２２年４月に公有財産利活用方針へ継承 
（市有施設の管理運営及び市の事務事業を企業・団体等に外部委託又は民営化等

を進めていくための方針） 
 
（３）薩摩川内市公有財産利活用方針 

平成２２年４月決定 
（アウトソーシング方針は市有施設（行政財産）の管理形態に重点をおいた方針

であるため、これを発展的に見直し、公有財産（土地・建物）を経営資源として

捉え管理形態、活用等を示す方針） 
 

総 合 計 画 

中長期財政運営指針 市 政 改 革 大 綱 連  動 

連動 
 
連動 都 市 経 営 戦 略 
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～これまでの財政状況～ 

 
≪表１：歳入内訳≫ 

　１７年度 　１８年度 　１９年度 　２０年度 　２１年度 　２２年度 　２３年度
536.9 512.7 486.7 512.0 551.9 570.5 572.5  

112.5 111.3 119.6 119.9 114.4 117.4 122.3

27.1 30.0 20.5 19.5 18.8 18.7 17.8

161.7 154.3 159.1 168.0 173.3 183.2 180.9

65.9 55.4 53.9 57.6
95.9 90.9 70.9

38.3
33.2 36.3 38.4

37.8 42.2
43.125.7 38.1 21.9 23.0

23.0 14.2 34.157.8
39.9 27.6

44.8
42.8 52.9 55.547.9

50.5
47.8

40.8
45.9 51.0 47.9

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

その他

市債

繰入金

県支出金

国庫支出金

地方交付税

地方譲与税・

各種交付金
市税

 
 

歳入の状況をみると、市税については景気に左右される面があるため増減がある

が、平成２３年度は市民税や固定資産税の微増により平成２２年度と比べ増加とな

った。 
地方交付税や国庫支出金については平成１７年度から平成１９年度は減少して

いるが、平成２０年度からは景気対策の増加措置などの見直しによる地方交付税の

増加や、景気対策としての地域活性化交付金や定額給付金など、国の制度改正によ

る国庫支出金の増加となっている。 
市債については、汚泥再生処理センター施設整備事業、防災行政無線デジタル化

整備事業、本土・甑島間ネットワーク増速整備事業などの生活インフラ整備事業、

安全・安心に関する事業、地域の一体感醸成に関する事業など大型事業の展開によ

り増加となっている。 
繰入金については、地方拠点都市事業推進基金や汚泥再生処理センター施設整備

基金など事業の実施に伴う基金繰入金は当初増加してきたが、近年は事業終了に伴

い減少している。一方財源対策に用いる財政調整基金などについては、 低限の繰

入に努めてきている。 

- 4 -



また歳入のこれまでの取り組みとしては、４年に１度、使用料・手数料の見直し

を行い受益者負担の適正化に努めているほか、ホームページや封筒への有料広告と

いった新たな財源確保にも取り組んできている。 
 
≪表２：歳出性質別内訳≫ 

　17年度 　18年度 　19年度 　20年度 　21年度 　22年度 　23年度
509.7 492.5 467.5 488.6 529.1 543.8 549.0  

103.6  102.8  102.6  101.8  99.3  97.1  97.2 

51.8  47.8  49.3  49.6  52.5  51.6  54.4 

10.4  7.5  7.8  8.9  9.1  9.3  9.7 

59.8  61.2  65.0  67.1  72.0  89.3  93.3 

25.9  24.1  23.1  23.9 
42.6  24.8  25.2 

101.3 
84.4  68.3 

85.3 

100.3  104.8  96.0 
4.8 

10.3 
9.2 

7.9 

4.6  2.8  2.3 
78.1 

73.7 
73.0 

71.9 

71.2  68.6  71.0 

33.5 
38.1 

25.7 
25.9 

25.8  30.5  45.3 
40.2 

42.3 
43.3 

46.0 

51.3  64.7  54.4 0.3 
0.3 

0.2 
0.3 

0.4 
0.3  0.2 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

その他

繰出金

積立金

公債費

災害

普通建設事業費

補助費等

扶助費

維持補修費

物件費

人件費

 
 
一方歳出は扶助費が、老人措置費、障害者援護費、子ども手当など社会保障制度

の拡充や、平成２２年度から本市独自の取組として対象年齢の拡充を行っている子

ども医療費の増加などにより、毎年増加となった。 
人件費については、平成１７年度と平成２３年度を比較すると、約６．４億円の

減少となっている。また職員数は平成１７年度の１,３４７人から平成２３年度の 
１,１４９人と１９８人減少となった。 

普通建設事業費については、平成１７年度から平成１９年度までは減少傾向であ

った。なお、平成２０年度から平成２３年度は、防災行政無線デジタル化整備事業、

汚泥再生処理センター施設整備事業、横馬場田崎線等の道路整備事業などの安全・

安心や生活インフラに関する大型事業に加え、景気対策である国の地域活性化交付

金を活用した事業展開により、増加傾向を示す結果となった。 
繰出金については、国民健康保険事業への財政支援的な繰出金をはじめ、介護保

険事業に対する制度上の繰出金、簡易水道事業や公共下水道事業などに対する事業
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実施に伴う繰出しなど、それぞれの会計へ必要額を行ったものであり、増加となっ

た。 
また、物件費では、事務用品購入などの内部経費について毎年当初予算編成時に

一定割合の抑制に努めているが、指定管理者制度への移行や一部直営に伴う施設管

理経費、システム管理経費の影響により増加となった。 
補助費については、平成２１年度においては定額給付金の影響による著しい増加

となったが、それ以外はほぼ同額で推移している。 
 

≪表３：一般会計基金残高表≫ 

55.4 
45.3  50.1 

60.4 
73.6 

91.2  91.6 

23.6 
35.8 

35.9 
30.2 

24.2 

24.2  29.6 
36.6  34.4 

33.3  31.7 
26.1 

24.9 
21.5 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

その他基金

減債基金

財政調整基金

115.6  115.5 
119.3  122.3  123.9 

140.3  142.7 

積立基金残高

 

 
基金残高については着実に伸びてきており、中でも財源不足の補てんに活用する

財政調整基金については、平成２７年度以降の交付税特例措置削減を見据え着実に

積み増しを行ってきた結果、平成１７年度の５５．４億円から平成２３年度は９１．

６億円と３６．２億円の増となっている。 
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≪表４：市債残高表≫ 

647.4

625.9 

592.6 

576.3 

558.0 
551.6  544.4 

500.0

520.0

540.0

560.0

580.0

600.0

620.0

640.0

660.0

680.0

700.0

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

市債残高

 

 
市債残高については、事業の年次調整などによる借入額抑制や公債費の将来的な

負担を軽減するため繰上償還を行ったことで、平成１７年度６４７．４億円から平

成２３年度５４４．４億円と１０３億円減少となり、着実に減少している。 
 
基金残高と市債残高を家計の中の貯蓄（基金）と借金（市債）に置き換えると、

借金を減らしながら貯蓄を行えている状況であり、この点においてはこれまでの適

切な財政運営の効果が現れてきていると言える。 
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≪表５：経常収支比率の推移（類似団体（※１）比較）≫ 

89.0

94.9 94.5

92.8 93.4

88.0

91.2

88.5

90.9
92.4

91.7 91.3

87.1

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

薩摩川内市

類似団体

 
 
経常収支比率（※２）は、平成２３年度決算で９１．２％であり、適正な水準と

いわれる７５％程度より高く、また類似団体との数値を比較しても本市は高い水準

となっている。 
 
≪表６：財政力指数推移（類似団体比較）≫ 

0 .6 8 0 .69 0 .7 1 0 .73 0 .72 0 .6 8

0 .4 5
0 .48 0 .5 1 0 .51 0 .50

0 .47
0 .4 6

0 .00

0 .10

0 .20

0 .30

0 .40

0 .50

0 .60

0 .70

0 .80

１７年 度 １８年 度 １９年 度 ２０年 度 ２１年 度 ２２年 度 ２３年 度

類 似 団 体

薩 摩 川 内 市

 
 
財政力指数（※３）は、平成２３年度決算で０．４６であり、本市は類似団体と

比較しても低く、「１」から乖離した指数であり財源的に厳しい状態にあると言え

る。 
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（総括） 
 これまでの財政状況において、人件費、基金残高、市債残高については概ね順調

に推移してきているが、物件費や普通建設事業費などの経費については、中長期財

政運営指針に基づき予算編成等で行政内部経費など、様々な取り組みを行い削減に 
努めてきたものの、国の臨時的な経済雇用対策などの事業展開により、平成２６年

度の目標数値との乖離が大きくなっており、今後の目標数値の実現に向けた道筋が

見い出せていない。 
 
 
※１類似団体  ：国は全国の市町村を「指定都市」「中核市」「特例市」「都市」「町村」「特別

区」に分類した上で、さらに「都市」「町村」を人口規模や産業構造で細分化

し、その中で同じ分類となった市町村のことを指す。本市と類似団体といわれ

る主な市は、霧島市、鹿屋市、熊本県八代市等がある。 

 
※２経常収支比率：財政構造の弾力性を計る指標といわれ、人件費、扶助費、公債費等義務的経

費いわゆる経常的経費に地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一

般財源収入がどの程度充当されるかを指標化したものである。 

 
※３財政力指数 ：地方公共団体が平均的水準で行政を行う場合に要する額に対して、市税等の

一般財源収入がどの程度確保されているかを計る指数のことであり、「１」に

近いほど財源に余裕があるとされている。 
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２ 現状での財政予測 

 
 地方交付税の合併特例措置削減に伴う縮減は、本市にとって大きな影響を及ぼす

ことが予想される。そこで、これまで中長期財政運営指針に基づき行ってきた様々

な取り組みや合併後行ってきた事業、行政サービスの規模や支所等の施設機能など

を現状のまま保持しながら財政運営を行った場合、どのような財政状況になるのか

財政予測を行った。 
財政予測にあたり、平成２４年度の決算見込みには平成２３年度からの繰越額を

含め、平成２５年度以降の決算見込みには前年度からの繰越を含めないこととした。 
また主な前提条件として、原子力発電所に係る交付金や使用済核燃料税は現行相

当額が維持されていくとしたほか、職員数については定員適正化方針における平成

２７年度目標数（１，１００人以内）を以降維持し、普通建設事業費については平

成２２年３月策定の中長期財政運営指針で定めた平成２６年度目標値（７４億円以

内）を前提に平成２６年度決算見込額を算定し、以降同額で維持することを前提と

した。 
 なお「社会保障と税の一体改革」については、関連法案が先に成立したところではあ

るが、社会保障制度の充実が図られる具体的な内容や、消費税増税に伴う財源の流れ等

が今後の議論とされており、その動向をみなければ本市の社会保障関連経費での対応が

見いだせないため、財政予測には反映しない扱いとしている。 
 
≪主な財政予測条件（次ページに詳細）≫ 
【（１）歳入】 

科目 条件 
市税 使用済核燃料税については現行相当額が維持されていくとし、それ

以外はほぼ現状維持 
地方交付税 合併特例措置の削減や制度改正に伴う変更等を考慮 
国庫支出金・県支出金 電源立地交付金については現行相当額が維持されていくとし、投資

事業・扶助費については事業毎に、それ以外は過去３ヵ年の財源内

訳を参考に算出 
【（２）歳出】 

科目 条件 
人件費 職員数を全会計で平成２７年度以降１，１００人として算出 
物件費 施設管理費や各事業に関する事務費用の近年の伸びを考慮して算出

普通建設事業費 中長期財政運営指針で示している目標値（７４億円以内）を前提に

平成２６年度決算見込み額を算定し、以降同額で維持し算出 
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予測条件（現状推移のとき）
（１）財政予測の前提

景気動向

国の税制改革

原子力発電所

（２）歳入

積算条件

市民税個人分 ・納税義務者数の減少及び扶養控除や復興増税等の税制改革の影響を見込み推計

市民税法人分 ・経済情勢の影響や法人数の増減は見込まず、平成２４年度見込みと同額推移と推計

固定資産税 ・税制改革や評価替えを見込み減少と推計

軽自動車税 ・平成２１年度～平成２３年度の平均台数により推計

市たばこ税 ・平成２５年度以降は税制改革を見込み、本数の変化は考慮せず推計

入湯税 ・平成２４年度見込みと同額推移と推計

使用済核燃料税 ・現行相当額が維持されていくと推計

地方譲与税
地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税
特別とん譲与税

・直近３ヵ年決算平均から算出

各種交付金 ・制度改正等を見込み、原則直近３ヶ年決算平均から算出

地方特例交付金 ・制度改正等を見込み、平成２５年度以降は住宅ローン減税分の見込みを考慮し措置

普通交付税
・合併算定替えの段階的減少、特別交付税との配分割合の変更、市税や人口等の基準
財政需要額・収入額への影響を考慮し推計

特別交付税
・近年の交付状況や地方交付税制度改正による予算配分の変更を踏まえ、平成２８年
度から１８億円を想定

・投資事業、扶助費については各事業毎の財源内訳から算出し、その他の国庫、県支
出金については過去３ヶ年の財源内訳を参考に推計
・電源立地対策交付金については、現行相当額が維持されていくと推計

繰入金
・公債費の上昇が大きい年度には減債基金を繰入
・安定した収支均衡のために財政調整基金を必要額繰入

市債 ・普通建設事業費の活用起債は過去の平均値から算出

（３）歳出

積算条件

人件費
・職員数は全会計の平成２７年度時点を１１００人以内とし、平成２８年度以降につ
いては同人数で経費を推計し、給与の昇給を考慮
・議員定数は平成２５年度から２６人の推移

物件費 ・施設管理費や各事業に関する事務に係る費用の近年の伸びを考慮

普通建設事業費
・平成２６年度以降は中長期財政運営指針（平成２２年３月）で示した７４億円以内
で推計することとし、平成２６年度決算見込み同額推移

扶助費 ・実績や今後の人口予測等から事業毎に推計

補助費等
・国県の制度に係る補助事業と市単独事業補助事業について、今後同程度で継続して
いくものとして同額規模の推移

市税

科目

地方交付税

国庫支出金・県支出金

科目

消費者物価指数や経済成長率は考慮せず推計

復興特別増税を含む税制改革については市税への影響を見込み、社会保障と税の一体改革における消費税増税
については見込まず推計

電源立地対策交付金と使用済核燃料税は現行相当額が維持されていくと推計
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現状で推移したときの財政予測 （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

歳入総額 545 529 514 511 507 503 500 499 504

歳出総額 527 508 492 491 488 485 482 481 486

収支差引 18 21 22 20 19 18 18 18 18

積立金残高 146 138 134 136 128 111 85 51 10

　うち財政調整基金残高 108 109 114 122 117 101 76 42 2

　うち減債基金残高 23 16 8 3 0 0 0 0 0

地方債残高 525 517 497 470 444 421 399 385 371

中長期財政運営指針 510

歳入内訳 （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

市税 111 110 110 106 105 104 101 100 99

地方譲与税・交付金等 17 17 17 17 17 17 17 17 17

地方交付税 176 181 183 179 167 157 149 139 138

分担金及び負担金 6 6 7 6 7 7 7 7 7

使用料及び手数料 8 8 8 8 8 8 8 8 8

国庫支出金 77 71 67 73 74 74 75 75 76

県支出金 38 35 34 40 40 40 40 41 41

繰入金 26 18 14 9 18 26 34 43 49

繰越金 24 18 21 22 20 19 18 18 18

その他 8 9 7 5 5 5 5 5 5

市債 54 56 46 46 46 46 46 46 46

545 529 514 511 507 503 500 499 504

歳出内訳 （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

人件費 95 94 93 93 93 93 94 95 95

物件費 56 55 56 57 58 58 58 59 60

普通建設事業費+維持補修費 106 102 83 83 83 83 83 83 83

扶助費 96 98 99 100 101 102 103 103 104

補助費等 24 24 24 24 24 24 24 24 24

公債費 73 73 74 70 66 63 58 54 57

その他 77 62 63 64 63 62 62 63 63

527 508 492 491 488 485 482 481 486

※平成２４年度の（　）内は繰越額を含まない。

項　　　　目

款

支　出　　　計

収　入　　　計

歳出目的別

( 74 )

( 37 )

( 23 )

( 46 )

( 55 )

( 88 )

( 76 )

( 507 )

 
 

 

財政予測を行った結果、歳出では平成３２年度へ向け人件費、物件費、扶助費が

伸び、扶助費については、義務的・制度的な要素が強いため、今後の人口予測等か

ら増加傾向となっていく結果となった。人件費については、現在の各種行政サービ

スを維持することなどを踏まえ職員数を１，１００人規模としているため、一時的

に減少するものの、徐々に平成２４年度と同規模に増加していく結果となった。物

件費については、現有施設数を保持していくために発生する恒常的な施設管理経費

が増加の大きな要因となり、また、普通建設事業費については中長期財政運営指針

で示した平成２６年度目標数値に近い規模を維持していく条件としたが、財政運営

を逼迫する要因の一つとなった。歳出の現状維持での予測結果は、財政運営上極め

て厳しい状況になる結果となった。 
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 収支バランスとしては、平成３２年度時収支の余剰額が１８億円確保できている

ものの、財源調整に用いる財政調整基金が大幅に減少し、平成３３年度以降は基金

残高が底をつき収支バランスがとれなくなると予測される。つまり、現状維持での

財政運営を行うことは、地方公共団体の財政運営の基本といわれる、「収支バラン

スを保ちながら、行政サービスを適切に提供していくこと」ができなくなる事態が

予測される結果となった。 
 

先に述べたようにこの予測からは、現状の歳出構造のままでいくと長期的な行財

政運営に支障が生じてしまうために、歳出経費の中で構成額や構成割合の大きい人

件費、普通建設事業費、物件費などに焦点をあてた歳出構造の見直しに早急に取り

組むことが不可欠であり、平成２７年度以降交付税が削減されていく段階での経費

削減等に目途がついていない状況であるため、今後本格的な改善に取り組んでいく

必要がある。 
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３ 財政運営プログラムの基本的考え方 

 
普通交付税の平成２７年度以降の段階的削減及び合併特例措置期間終了による

大幅な財源縮減（平成２４年度と平成３２年度を単年度比較した場合約４０億円の

減）に対応できるよう、基金、市債の活用や償還期間の延長など考えられる財政運

営手法を考慮に入れながら、歳出構造の見直しによる一般財源の削減方策と、具体

的な財政予測、取り組みの工程表で構成されるプログラムとする必要がある。 
一般財源の削減方策としては、歳出経費のうち大きな割合を占める人件費・物件

費・普通建設事業費について、特に物件費については、その中で高い割合を占める

「施設に関する経費」について具体的な方策を検討する。更に、現在実施している

各事業について、経費削減の観点から、中長期的な施策展開の方向性や優先度を踏

まえて「事業見直し」に取り組んでいく。 
 削減方策の具体的な取り組み内容の検討に際しては、それぞれの手法における削

減額を見込んだ財政予測を行いながら、方策を決定していく。 
同時に、この歳出の削減方策と合わせて、産業の育成や雇用確保など将来の市政

発展へ繋がる分野を成長戦略分野と設定し、投資の重点化に取り組んでいく。 
 以上を本プログラムの柱とする。 
 

なお本プログラムの実施期間は、平成２４年度から合併特例措置が完全に終了す

る平成３２年度までの９年間とし、定期的な検証・見直しを行うほか、社会経済情

勢の変化等に対応した経費削減等の取り組みを実践していくこととする。 

- 14 -



４ 財政運営プログラム 

４－１ 人件費の削減 
 
（１）プログラム展開方針 
   人件費は、特別職給を含む職員給、嘱託員報酬、及び議員報酬、並びに行政

機関の委員報酬で構成されている。 
   これまで、一番比重の高い職員給において、定員適正化方針に基づき職員数

を削減することで、その総額を減少させてきているほか、議員報酬についても、

定数の削減に伴い減少してきている。 
   今後においても、人件費総額を削減せざるを得ない状況であり、人件費削減

を行う際の有効な手法である、嘱託員を含めた職員数の更なる削減に取り組む

必要がある。 
   このため、職員数の削減に対応できる執行体制や手法の検討と、中長期的な 

事業の見直しや施設の統廃合などの動きを踏まえた人件費の削減方策を模索

する。 
 
（２）今後の取り組み・課題内容 

ア 平成３２年度時点の職員数は、行政の効率化に向けた取り組みや類似団体

との現状比較などに基づく基本的な職員数の規模を想定し、これに島嶼部を

抱える行政区域での組織構成、医療や消防・防災等の面での職員数を確保し

たうえで、１，０００人以内とする。 
   その際の人件費総額は、平成２４年度当初予算額と比較し約１０億円の削

減を見込むが、更なる人件費の削減を図れるような方策を検討し取り組むも

のとする。 
 

イ 職員数の削減と同時に、嘱託員数の削減にも取り組むものとする。 
（平成２４年度時月額報酬支弁嘱託員数：４１５名） 

 
ウ 職員数及び嘱託員数の削減については、業務手法を含めた事務事業の見直

しや施設の統廃合などによる削減を見込むものとする。 
 

エ 職員給においては、特別職や一般職員のカットや給与水準の見直しなど検

討を行い取り組むものとする。 
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４－２ 施設の統廃合 

 
（１）プログラム展開方針 
   平成１７年９月に「薩摩川内市アウトソーシング方針」を定め、平成

２２年４月に同方針を発展的に見直した「薩摩川内市公有財産利活用基

本方針」を策定し、施設数の抑制と指定管理者制度の導入など施設の管

理運営の効率化に取り組み、「施設に関する経費」は抑制しているが、現

時点における保有施設数は１，２３０施設に上り、依然としてその維持

管理経費が財政を圧迫している。  
「施設に関する経費」は、施設を保有している限り恒常的に発生する

経費であり、保有施設を減らさない限り、経費を削減することはできな

い。よって、これから財政状況が厳しくなっていく中、真に必要な財産

のみを所有していくことで、施設管理に要する経費の 適化を図ってい

く。 
   今後は、施設の利活用状況や必要性等の考察を基に具体的な統廃合の

対象や処分の方向性を整理し、更にある程度の規模的目標（保有施設数、

管理経費等）を持ったうえで施設の統廃合を進めていくことが不可欠で

ある。 
 
（２）今後の取り組み・課題内容  
  ア 平成３２年度時点で市が保有する施設の規模的目標として、 

１，１００施設以内とし、また、管理経費の削減目標額は、△４億円

（平成２４年度施設管理に要する経費の約１２％）とする。なお、具

体的な施設については公有財産利活用方針で公表していくこととする。 
 
  イ 上下水道、災害関連、環境施設、地域公民館など、真に必要な財産

として市が保有すべき基幹的施設は継続的に市が直接保有するものと

する。 
 
  ウ 老朽化の進んだ施設、利用頻度の低い施設、近距離に点在する類似

施設、民間での管理運営が可能な施設など、市が保有していく必要性

の薄れたものについては処分財産として整理していくものとする。 
  

エ 処分方針の決定した施設については、処分目標年度を設定し、速や

かに売却、貸付、譲与等の手続きを執っていくものとする。  
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４－３ 普通建設事業費と維持補修費の規模見直し 

 
（１）プログラム展開方針 
   普通建設事業費とは、主に市の資産形成に要する経費、維持補修費とは、市

が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費であり、共に「資産に関

する経費」であることから、本プログラムでは一体的な経費と捉えて考えてい

く。 
この２つの経費を一体的な経費とした場合、今後の予測に示した数値にある

ように予算規模の約２割と大きな比重を占めており、今後は、更に施設の老朽

化等により維持補修経費が大幅に伸びることが見込まれる。 
これから財政状況を見通した時、「資産に関する経費」についてこれまでの

規模を確保していくことは厳しくなっていくため、投資事業については事業規

模の抑制に取り組みながら、展開する事業について「選択」を行っていくこと

になる。そのため、現在展開している大規模事業の進捗や、今後取り組んでい

くことが予測される事業について、中長期的な事業展開の方向性を決める必要

がある。 
そのためには、平成３２年度時点での事業規模を予測したうえで、既に事業

化し取り組んでいるものについては今後の進捗を、今後事業化していくべき事

業等については事業化の検討時期や調整条件等の方針を明らかにしていく。 
 

（２）今後の取り組み・課題内容 
ア 平成３２年度時点の事業規模は、国の経済雇用対策事業が始まる前の平成

１９年度と同規模の、平成２３年度決算額（約１０６億円）から約３割減の

７５億円まで削減するものとする。また、国県補助や市債などを活用するこ

とで、削減額の縮小を図るものとする。 
なお、維持補修費については施設の老朽化等の観点から今後増加していく

ことが予測されるが、橋梁補修、水路整備、施設等現在補修計画を策定して

いる段階にあり、その規模については試算ができない状況にある。そのため、

それぞれの事業規模が見通せる段階で、年次的な事業規模の枠内において投

資経費と維持補修経費のバランス調整を図ることとする。 
 

イ プログラムに基づく個々の事業については、次の区分と整理の考え方によ

り調整していくものとする。 
（ア）既に事業化し現在展開中の事業について優先的に取り組み、事業の完了

に目途をつけることとする。このため、次の事業以外については、毎年度

予算編成の際に設定する事業規模の枠内で事業化の調整を行うこととす

る。 
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～優先的に目途をつける主な事業～ 
課名 事業名 

企業・港振興課 川内甑島航路事業 
都市計画課 川内駅周辺地区土地区画整理事業 
都市計画課 中郷五代線整備事業 
都市計画課 一般国道３号御陵下地区景観整備事業（暮橋～風口） 
天辰区画整理推進室 天辰第一地区土地区画整理事業 
入来区画整理推進室 入来温泉場地区土地区画整理事業 
建設整備課 横馬場田崎線道路改良事業 
建設整備課 久見崎公園整備事業 
建設整備課 三堂公園整備事業 
上水道課 入来温泉施設整備事業 
防災安全課 防災行政無線デジタル化整備事業 
消防総務課 消防庁舎建設事業 
消防総務課 消防救急無線デジタル化整備事業 
消防総務課 消防通信施設整備事業 
教育総務課 小中学校耐震化事業 
教育総務課 小学校特別教室棟新増築事業（永利） 
教育総務課 小中学校大規模改修事業 
 

（イ）現在事業化の準備段階にある事業や、新たな事業化又は、計画化が想定

される事業については、維持補修費の動向や事業化に伴う財源対策を踏ま

え、優先度・緊急度等の観点から着手の時期を判断していくものとする。 
     なお、事業規模等の精査については、社会経済情勢の動向を踏まえつつ

毎年度の予算査定の中で行うものとする。 
 
（ウ）現時点では想定できないものの、社会経済情勢の変化等により既存の実

施事業や計画中の事業等よりも、緊急度や優先度が高いと判断される事業

が発生した場合は、年次毎の投資規模の範囲内での事業間調整や事業費の

年度間調整などにより着手の時期を判断していくものとする。 
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４－４ 事業見直し 

 
（１）プログラム展開方針 
   これまでは主に予算編成時において、委託経費の抑制や給付額の削減などに

より経費削減を行ってきたところである。しかし、これからはこれまで以上に

厳しい財政状況となっていくため、個々の経費の見直しによる歳出削減には限

界があること、また、交付税削減に伴う予算規模縮小が避けられない中で現在

行っている事業全てを維持していくことは困難であることから、事業そのもの

について要否を判断する必要がある。 
今後は、現在取り組んでいる事務事業評価や、今後導入予定の施策評価と連

動させ、歳出削減の観点から、施策・事業の改善・見直し・廃止等の評価を総

合的に判断し、事業自体の見直しに取り組んでいくことになる。             

事業見直しに際しては、対象となる事業や実施の時期、廃止・縮小などの方

向性等を具体的に公表し、市民の理解と協力を得るものとする。 
 
（２）今後の取り組み・課題内容 

ア 事業見直しに際しては、中長期的な施策展開の方向性や優先度を踏まえて

事業選定を行い、見直しの内容・時期等の整理を行うものとする。 
  現時点での見直し対象事業については２２３事業、削減見込み額約６．９

億円（うち一般財源 約６億円）としており、更なる取り組みを行うものと

する。 
 なお、見直し対象事業の中には「社会保障と税の一体改革」に関連する子 
育てや介護等の分野の事業も含まれているが、国の動向等を見極め 終的に 
判断することとしている。 
また、成長戦略に関連する分野の事業見直しにあっては、効果測定を用い 

て事業の統廃合、新規事業への移行など、実施効果を判断しつつ取り組みを 
行うものとする。 

     
イ 事業継続となったもので、これまで自己負担のある事業、また、無償提供

していた事業であっても「受益者負担の適正化」の観点から自己負担をして

いただくことが適当とされる事業については、随時負担額の適正化に取り組

むものとする。 
 

ウ 事業継続すべきと判断したもののうち民間で実施可能とされるものは、積

極的にアウトソーシングに取り組むものとする。（例：図書館管理運営業務、

川内クリーンセンター管理運営業務、観光船かのこ運行業務、市営住宅管理

- 19 -



業務など） 
   なお、民間委託することにより、行政サービス向上に繋がる業務について

は、直接的な費用が現状より高くなる場合も職員数削減を含む全体としての

費用対効果を考慮しながらアウトソーシングに取り組むものとする。 
 

エ 補助金については、これまで補助金等評価委員会において個々の補助金毎

にその内容や性質により公益性や有効性等の視点から評価を行い改善に取

り組んできたところであるが、今後の厳しい財政状況を乗り切るために補助

金の削減は避けられない状況である。 
このため事業見直しの中で、一定の効果や補助目的が達成されつつあるも

のについては廃止・縮小の判断を行うとともに、補助額の上限や補助年限の

設定及び補助率の見直しなど削減に向けた一定のルール作りを行った上で

削減に取り組むものとする。 
 

オ 事業見直しの進捗状況については、毎年度の当初予算編成時に確認を行い、

公表していくものとする。 
なお、本プログラムにおける事業見直しの判断については、現行制度、社

会経済情勢等をもとに行われているものであり、今後の制度改正、社会経済

情勢等本市を取り巻く状況に著しい変化が生じた際は柔軟に対応していく

ものとする。 
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４－５ 成長戦略の展開 

 
（１）プログラム展開方針 

   合併後の行財政運営は、地域の一体感醸成や地域格差の解消、懸案であった

地域課題の解消を施策の中心に据え取り組んできた。これらは一定の成果を得

たものがある一方、現在進行形のものも残されている中、更にこれからの課題

とされる人口の減少、少子・高齢化の進展といった大きな潮流から生じる、集

落活動の低迷、生産力の減少、都市力の低下等の地域課題に対応していく必要

がある。交付税縮減等による歳入減少に伴う歳出規模の縮小の中、これらの問

題にいかに財政的措置を講じていくかが大きな課題となってくる。 

少子・高齢化対策については、国において税と社会保障の一体改革として、

財源対策を含む制度見直しが行われており、本市においても国の動向を注視し

つつ取り組んでいくことになる。その他の地域課題については、重要性・緊急

性などから優先度をつけ、限られた人・物・情報・財源の地域資源を重点的に

投入し、課題解決へ戦略的に取り組んでいく必要がある。 

そこで平成２４年度を目途に、ＳＷＯＴ分析（※）の手法を用いて、厳しい

現状の中にあっても、地域の持続的成長のために積極的に投資すべき分野と、

その戦略の方向性・取り組みの視点を「地域成長戦略」として取りまとめ、重

点的に取り組んでいく。 

 

 ※ＳＷＯＴ分析：１９６０年代に考案された、組織のビジョンや戦略を立案する

際に利用する、現状を分析するための手法の一つであり、ＳＷＯ

ＴはＳｔｒｅｎｇｔｈ（強み）、Ｗｅａｋｎｅｓｓ（弱み）、Ｏｐ

ｐｏｒｔｕｎｉｔｙ（機会）、Ｔｈｒｅａｔ（脅威）の頭文字を

とったもの。 

様々な要素をＳ（強み）Ｗ（弱み）Ｏ（機会）Ｔ（脅威）の四

つに分類し、マトリクス表にまとめることで問題点が整理され、

その結果、解決策が見つけやすくなる。 
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（２）「地域成長戦略」の検討方法 

ア 施策各分野における強み・弱み・機会・脅威の要因を抽出する。 

イ ＳＷＯＴ分析の手法により、地域の成長につながる施策分野（戦略）を選

定し、展開の方向性及び具体的な取り組みの視点を整理する。 

ウ 取り組みの視点に基づき、それぞれの事業の具体化を検討するとともに、

事業効果・達成度の検証のための目標指標を設定する。 

内部環境

外
部
環
境

「機会（Opportunity）」

○自然回帰・健康志向の高まり
etc

「強み（Stength）」

○交通利便性が高い
○自然・資源が豊か

etc

「弱み（Weakness）」

○条件不利地域のゴールド集落
が多い

etc

「強み」を活かして
「機会」を捉える戦略

地域産業の・・

「弱み」を克服して補強して
「機会」を逃さない戦略

健康福祉の・・

「強み」を維持して

「脅威」に対抗する戦略

子育て環境の・・

「弱み」を克服して最悪の
事態を招かない戦略

社会基盤の・・

ＳＷＯＴ分析

※現状分析から問題

点を整理し、解決策を
見出す

「脅威（Threat）」

○人口減少、少子・高齢化への
懸念

etc

厳しい現状の中で、最も成長可能性に
期待できる分野の戦略展開の方向性

�

地域成長戦略

 
 【図表】SWOT 分析に基づく薩摩川内市の戦略の検討イメージ図 

 

（３）今後の取り組み・課題 

ア ＳＷＯＴ分析等により、地域の成長につながる施策分野（戦略）として、

「未来を切り拓く地域産業の創出」と「観光・交流人口の拡大による観光産

業の育成」の２分野を設定する。 

 

イ 成長戦略分野で取り組むべき事業と位置付けられたものは、既存事業と区

分し、その進捗状況、達成度、効果等検証できるよう目標設定を行い取り組

むものとする。 

 

ウ 成長戦略へ投資を行う財源については、本プログラムを取り組むことで得

られる財源や、基金等の活用により確保していくものとする。 
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５ プログラムを実行した際の財政見通し 

 
 １５～２２頁に掲げたプログラム内容（４つの削減と成長戦略の展開）について、

その影響額（見込み）を歳出へ反映させ、平成３２年度までの財政見通しを立てた。 
 この財政見通しは、現時点において想定すべき財政規模や経費等の推移を示した

ものであり、今後この財政見通しを基に本プログラムを展開していく考えである。 
 
≪プログラム実施後の財政見通し時の主な条件内容≫ 

プログラム項目 主な条件内容 
人件費の削減 職員数を平成３２年度時１，０００人 
施設の統廃合 統廃合の考え方に基づき、１，１００施設以内保有とし

管理経費を算出 
普通建設事業費と維持

補修費の規模見直し 
事業計画等を踏まえ、平成２３年度決算額から約３割程

度の減 
事業見直し 施策面からの事業洗出しと、縮小・廃止などの見直し区

分に基づき算出（見直し対象事業 ２２３事業） 
成長戦略の展開 経費削減額の試算及び毎年度の財政収支等を基に、成長

戦略分野投資額を算出 
（一般財源想定規模として約３．５億円） 

※ 「施設の統廃合」「事業見直し」で処分・見直し対象となった施設や事業は確

定されたものではなく、今後、社会経済情勢、国等の制度改正など本市を取り巻

く環境の変化に合わせ随時追加・修正等を行っていくものとしている。 
 
 財政見通しにおいては、平成２４年度の決算見込みには平成２３年度からの繰越

額を含めているが、平成２５年度以降の決算見込みには、財政見通しにおける当該

年度の予算規模からの分析を考慮して前年度からの繰越を含めず、当該年度予算に

ついての決算見込みとしている。 
 
原子力発電所に関する歳入については現行相当額を見込む一方、消費税増税と社

会保障関連経費については今後の動向を注視することとし関連経費等は見込まな

いこととしている。 
 
 経費削減額の反映に当たっては、施設の統廃合や事業見直しなど、その対象とす

べき施設や事業自体の方向性を示すプログラム内容であることから、縮小や廃止な

どの見直し区分ごとに試算するなど、合理的な手法により全体規模からの抑制枠を
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想定し数値化を行い、さらに、急激な歳出削減などにより市民生活等へ影響がでな

いよう、執り得るべき財政手法として基金や市債の活用、起債の償還期間の延長な

どを勘案し財政見通しに反映させることとした。具体的には次のとおりである。 
 
（１）合併特例債の活用可能期間が延長され、本市においては 長平成３１年度ま

で延長可能になったことに伴い、財政基盤の強化を目的として平成２６年度に

「（仮）地域活性化基金」を創設し、平成２８年度から毎年３．５億円を活用

する予定とした。 
 
（２）合併特例債の借入については、後年度の負担を抑えるため、「元金均等」と

した。 
 
（３）合併特例債の償還年数については、期間を長期化することで利子総額が増額

となるデメリットもあるが、単年度の公債費を抑制し必要な事業展開を可能と

するため、現行の１０年から１５年とした。 
 

※ （２）、（３）の市債の借入手法や償還年数については、事業内容や財政状況

等から判断し、その都度有利な手法・条件を選択する。 
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予測条件（プログラムを実施したとき）
（１）推計の前提 ・現状の財政運営を行った場合（１１頁）との変更点は※印を表示

景気動向

国の税制改革

原子力発電所

（２）歳入
積算条件

市民税個人分 ・納税義務者数の減少及び扶養控除や復興増税等の税制改革の影響を見込み推計

市民税法人分 ・経済情勢の影響や法人数の増減は見込まず、平成２４年度見込みと同額推移と推計

固定資産税 ・税制改革や評価替えを見込み減少と推計

軽自動車税 ・平成２１年度～平成２３年度の平均台数により推計

市たばこ税 ・平成２５年度以降は税制改革を見込み、本数の変化は考慮せず推計

入湯税 ・平成２４年度見込みと同額推移と推計

使用済核燃料税 ・現行相当額が維持されていくと推計

地方譲与税
地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税
特別とん譲与税

・直近３ヵ年決算平均から算出

各種交付金 ・制度改正等を見込み、原則直近３ヶ年決算平均から算出

地方特例交付金 ・制度改正等を見込み、平成２５年度以降は住宅ローン減税分の見込みを考慮し措置

普通交付税※

・合併算定替えの段階的減少、特別交付税との配分割合の変更、市税や人口等の基準財
政需要額・収入額への影響を考慮し推計
※普通建設事業費の増減による公債費の増減の影響を考慮

特別交付税
・近年の交付状況や地方交付税制度改正による予算配分の変更を踏まえ、平成２８年度
から１８億円を想定

※投資事業は、事業計画及び現行の財源構成により事業規模を想定し推計
・扶助費については、事業毎の財源内訳から算出し、その他の経費については過去３ヶ
年の財源内訳を参考に推計
・電源立地対策交付金については、現行相当額が維持されていくと推計

繰入金
・公債費の上昇が大きい年度には減債基金を繰入
・安定した収支均衡のために財政調整基金を必要額繰入
※地域活性化基金（仮称）は平成２８年度以降３．５億円/年を繰入

市債※

※普通建設事業費の特定財源は個別に積算
※平成２６年度の地域活性化基金（仮称）４０億円の財源として合併特例債３８
億円の借入

（３）歳出
積算条件

人件費※

※職員数は全会計の平成２７年度時点を1,100人以内とし、その後平成３２年度に
全会計1,000人と推計
・議員定数は平成２５年度から２６人の推移

成長戦略 ※成長戦略の展開については、便宜、３．５億円を算入

普通建設事業費※ ※事業計画及び現行の財源構成により事業規模を想定し推計

国庫支出金・県支出金

科目

消費者物価指数や経済成長率は考慮せず推計

復興特別増税を含む税制改革については市税への影響を見込み、社会保障と税の一体改革における消費税増税
については見込まず推計

電源立地対策交付金と使用済核燃料税は現行相当額が維持されていくと見込み推計

科目

市税

地方交付税

 

- 25 -



プログラムを実施したときの財政見通し （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

歳入総額 545 525 536 500 487 486 476 468 468

歳出総額 527 515 520 483 468 467 457 450 450

収支差引 18 10 16 17 19 19 19 18 18

積立金残高 146 149 181 178 173 163 150 128 104

　うち財政調整基金残高 108 120 121 124 125 119 111 92 72

　うち地域活性化基金（仮称） 0 0 40 40 37 33 30 26 23

　うち減債基金残高 23 16 8 3 0 0 0 0 0

地方債残高 533 525 542 513 488 470 458 445 432

中長期財政運営指針 510

歳入内訳 （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

市税 111 110 110 106 105 104 101 100 99

譲与税・交付金等 17 17 17 17 17 17 17 17 17

地方交付税 176 181 182 181 167 156 147 137 134

分担金及び負担金 6 6 7 7 7 7 7 7 7

使用料及び手数料 8 8 7 7 7 7 7 7 7

国庫支出金 77 70 67 76 77 78 78 76 77

県支出金 38 35 34 34 33 33 34 34 35

繰入金 26 16 13 12 14 20 23 32 33

繰越金 24 18 10 16 17 19 19 19 18

その他 8 8 7 7 7 7 6 7 9

市債 54 56 82 37 36 38 37 32 32

545 525 536 500 487 486 476 468 468

歳出内訳 （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

人件費 95 94 93 92 90 89 88 86 85

物件費 56 52 52 51 49 49 49 48 47

成長戦略 0 4 4 4 4 4 4 4 4

普通建設事業費+維持補修費 106 100 80 79 75 78 75 75 75

扶助費 96 98 99 100 100 101 102 103 103

補助費等 24 24 23 23 22 22 22 22 22

公債費 73 72 72 73 67 62 55 50 51

その他 77 71 97 61 61 62 62 62 63

527 515 520 483 468 467 457 450 450

371 362 345 350 334 331 322 321 317

―　 △ 9 △ 26 △ 21 △ 37 △ 40 △ 49 △ 50 △ 54

※平成２４年度の（　）内は繰越額を含まない。

うち　一般財源

（平成２４年度比）

項　　　　目

款

収　入　　　計

歳出目的別

支　出　　　計

( 74 )

( 37 )

( 17 )

( 46 )

( 532 )

( 55 )

( 88 )

( 76 )

( 507 )
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６ 財政運営プログラムの着実な実行に向けて 

 
  今回策定した「財政運営プログラム」を着実に実行し、真に効果のあるものと

していくため、次のとおり取り組むものとする。 
 
１ 推進体制の確立 

    施策の方針決定から執行、実施まで一貫した取り組みを可能とするため、

組織横断的な体制を早急に構築する。 
併せて、全職員が本プログラムを意識し取り組めるよう職場内での研修や

意識改革に取り組むものとする。 
 
２ 進行管理の徹底 

    予算編成過程において施策評価や事務事業評価等の手法を用いながら、事

業見直しの進捗把握と、年次毎の達成状況を分析し、その結果を次年度以降

の取り組みに反映していくものとする。 
 
３ 市民への公表 

    予算編成過程の公表と併せて、本プログラムの進捗状況（全体進捗や、各

年次の取り組み状況）について解り易く公表する。 
   

４ 行政内部経費などの抑制 

    行政内部経費や事業コストの抑制などについては、これまで以上に費用対

効果を意識し更なる抑制に取り組むものとする。 
 
５ 歳入確保策の取り組み 

歳出抑制に併せて、歳入確保策として次の項目に取り組むものとする。 
（１）市税等の徴収強化や滞納対策 
（２）受益者負担の適正化の観点から使用料・手数料・負担金の見直し 
（３）提供サービス等に対する実費負担の導入や負担額の引き上げ 
（４）新たな財源の確保策（ネーミングライツや自動販売機納付金制度な 

ど）の導入 
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６ プログラムの調整 
プログラムの実行に当たっては、経費削減の対象規模、時期に大きく左右

されるものであるが、地方交付税の合併特例措置の縮減スピードに対応でき

る形で全体経費をコントロールする必要がある。また、社会経済情勢の大き

な変化や、国等の制度改正など本市の行財政をとりまく環境の変化に適宜対

応できるよう、プログラムの進捗や規模等の調整も必要である。 
そこでプログラムの実行に際しては、毎年度の収支状況からプログラムに

基づく財政運営の進捗状況を見極め、プログラムに位置づけた取り組みの相

互バランスや展開の調整により、プログラム全体の進行に遅れをきたさない

よう努めていくものとする。 
 

７ 定期的見直し 

    本プログラムについては、財政見通しを含め「３年ごと」に定期的に見直

し作業を行うものとする。 
その際は社会経済情勢の変化に伴う進捗調整等についても適宜必要な判

断を執っていくものとする。 
なお、今後においては特に国の原子力政策、また、社会保障と税の一体改

革の動向について注視し、それぞれ具体的な方向性が定まった際は、柔軟な

対応を図っていくものとする。 
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【 資 料 編 】 

 

今回策定した、財政運営プログラムの考え方において、主な「事

業の見直し」対象事業名を示すことは、今後の財政運営に対する市

民の皆さまの予見性を高め、実行性を高めていく上で必要不可欠と

考えます。 

これから、より透明性の高い財政運営を行っていく一環として、

『主な「事業見直し」対象事業一覧表』について公表いたします。 

 



.



 

 

 

主な「事業見直し」対象事

業一覧表 
 

※施策体系別に（廃止・縮小）対象事業を掲載してあ

ります。国の制度改正や社会経済情勢の影響により方

針が変更になることがあります。 



.



１
．

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

を
活

か
し

地
域

力
を

育
む

ま
ち

づ
く
り

【
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
】

(2
) 
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
等

へ
の

支
援

強
化

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課
集

会
所

管
理

事
業

集
会

所
の

光
熱

水
費

及
び

、
委

託
料

、
使

用
料

並
び

に
賃

借
料

の
支

払
い

縮
小

検
討
期

間
○

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課
市

民
活

動
情

報
サ

イ
ト

事
業

平
成

２
３

年
度

市
民

情
報

サ
イ

ト
を

構
築

し
、

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
等

の
活

動
状

況
を

、
随

時
市

内
外

に
情

報
発

信
す

る
縮

小
検

討
期

間
○

(3
) 
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
環

境
の

整
備

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

課
集

会
所

管
理

経
費

補
助

事
業

集
会

所
無

償
譲

渡
に

係
る

管
理

経
費

補
助

事
業

廃
止

検
討

期
間

○

２
．

健
康

で
共

に
支

え
合

う
ま

ち
づ

く
り

【
保

健
福

祉
】

(2
) 
社

会
保

障
の

充
実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

保
険

年
金

課
い

き
い

き
教

室
（

筋
膜

マ
ッ

サ
ー
ジ

）
事

業
医

療
費

の
伸

び
の

鈍
化

を
目

的
に

、
い

き
い

き
教

室
を

実
施

す
る

も
の

　
甑

４
支

所
　

各
５

回
開

催
縮

小
○

保
険

年
金

課
薩

摩
川

内
市

元
気

高
齢

者
表

彰
事
業

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
・

介
護

保
険

を
利

用
せ

ず
、

健
康

で
元

気
な

高
齢

者
を

表
彰

す
る

も
の

廃
止

検
討
期

間
○

(3
) 
地

域
福

祉
社

会
の

形
成

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

障
害

・
社

会
福

祉
課

社
会
福

祉
協

議
会

運
営

補
助

金
団

体
等

の
運

営
等

に
補

助
金

を
交

付
す

る
も

の
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
検

討
期

間

他
事

業
へ

統
合

す
る

こ
と

で
、

効
果

を
上

げ
る

。

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
の

見
直
し

に
合

わ
せ

て
廃

止
す

る
。

事
業

内
容

を
精

査
し

、
補

助
額

の
見

直
し

を
行

う
。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

集
会

所
管

理
に

つ
い

て
の

市
の

関
わ

り
方

を
含

め
、

事
業

内
容

の
検

討
に

取
り

組
む

。

情
報

サ
イ

ト
運

営
に

つ
い

て
、

Ｈ
３

０
年

度
を

目
途

に
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

等
で

行
う

事
が

で
き

な
い
か

検
討

を
行

う
。

平
成

２
９

年
度

か
ら

補
助
金

を
交

付
し

て
い

る
集

会
所

が
、

全
て

無
償

譲
渡

さ
れ

る
予

定
で

あ
り

、
予

定
通

り
に

進
め

ば
補

助
金

は
な

く
な

る
。
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Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

障
害

・
社

会
福

祉
課

人
権
啓

発
連

絡
協

議
会

運
営

補
助
金

団
体

等
の

運
営

等
に

補
助

金
を

交
付

す
る

も
の

縮
小

検
討
期

間
○

(4
) 
高

齢
者

福
祉

の
充

実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

高
齢

・
介

護
福

祉
課

は
り
・

き
ゅ

う
・

マ
ッ

サ
ー

ジ
等

施
術

助
成

事
業

本
市

1
年

以
上

在
住

の
6
5
歳

以
上

の
方

に
は

り
・

き
ゅ

う
・

マ
ッ

サ
ー

ジ
等

の
施

術
料

の
一

部
を

助
成

す
る

縮
小

検
討
期

間
○

高
齢

・
介

護
福

祉
課

高
齢
者

お
で

か
け

支
援

事
業

（
既

存
分

）
本

市
1
年

以
上

在
住

の
7
0
歳

以
上

の
方

に
指

定
の

公
衆

浴
場

及
び

公
共

交
通

機
関

で
利

用
可

能
な

助
成

券
の

交
付

す
る

縮
小

検
討
期

間
○

高
齢

・
介

護
福

祉
課

高
齢
者

訪
問

給
食

サ
ー

ビ
ス

事
業

一
人

暮
ら

し
、

及
び

高
齢

者
の

み
の

世
帯

に
属

す
る

虚
弱

な
高

齢
者

で
食

事
の

確
保

が
困

難
で

あ
る

高
齢

者
に

食
事

を
配

食
す

る
と

と
も

に
安

否
確

認
を

行
う

縮
小

検
討
期

間
○

高
齢

・
介

護
福

祉
課

日
常
生

活
用

具
給

付
等

事
業

要
援

護
高

齢
者

に
火

災
警

報
器

・
自

動
消

火
器

・
電

磁
調

理
器

の
給

付
縮

小
検

討
期

間
○

高
齢

・
介

護
福

祉
課

敬
老
金

支
給

事
業

（
特

別
敬

老
金

）

本
市

に
引

き
続

き
１

年
以

上
住

民
登

録
を

し
て

い
る

満
１

０
０

歳
に

達
し

た
者

に
特

別
敬

老
金

を
支

給
す

る
　

ま
た

、
併

せ
て

受
給

対
象

者
の

所
在

把
握

を
行

う
廃

止
検

討
期

間
○

(5
) 
子

育
て

支
援

・
児

童
福

祉
の

充
実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

子
育

て
支

援
課

保
育

所
地

域
活

動
事

業
補

助
金

保
育

所
地

域
活

動
事

業
を

通
じ

、
保

育
需

要
に

対
応

す
る

縮
小

○

給
付

品
目

の
見

直
し

を
検

討
す

る
。

給
付

枚
数

の
削

減
を

検
討

す
る
。

地
域

活
動

事
業

の
一

部
に

つ
い

て
、

合
理

性
を

も
っ

て
保

育
所

主
体

事
業

と
し

て
移

行
す

る
こ

と
で
縮

小
す

る
。

給
付

枚
数

の
削

減
を

検
討

す
る
。

事
業

内
容

を
精

査
し

、
補

助
額

の
見

直
し

を
行

う
。

自
己

負
担

額
の

見
直

し
の

検
討
を

行
い

、
事

業
の

継
続

を
図

る
。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

特
別

敬
老

金
に

つ
い

て
廃

止
を

検
討

す
る

。

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容
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(6
) 
障

害
者

（
児

）
福

祉
の

推
進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

障
害

・
社

会
福

祉
課

障
害
者

相
談

員
報

酬

地
域

主
権

推
進

改
革

法
の

成
立

に
伴

い
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
障

害
者

相
談

員
制

度
に

つ
い

て
は

、
県

か
ら

市
に

設
置

主
体

が
移

管
さ

れ
た

が
、

平
成

２
5
年

度
か

ら
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
の

機
能

強
化

に
伴

い
、

廃
止

す
る

も
の

で
あ

る

廃
止

○

障
害

・
社

会
福

祉
課

障
害
者

福
祉

サ
ー

ビ
ス

自
己

負
担
等

助
成

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
者

負
担

金
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
経

済
的

な
負

担
を

軽
減

し
、

障
害

者
(
児

)
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

も
の

で
あ

る
廃

止
○

（
段

階
的

縮
減

）
○

（
廃

止
）

障
害

・
社

会
福

祉
課

心
身
障

害
児

通
園

事
業

費
つ

く
し

園
利

用
者

負
担

金
等

助
成

縮
小

検
討
期

間
○

３
．

地
域

の
特

色
を

活
か

し
た

教
育

・
文

化
の

ま
ち

づ
く
り

【
教

育
文

化
】

(1
) 
生

涯
学

習
の

推
進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

社
会

教
育

課
社

会
教

育
活

動
活

性
化

推
進

事
業

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

協
議

会
内

で
の

高
齢

者
学

級
・

女
性

学
級

な
ど

の
社

会
教

育
学

級
、

講
座

及
び

講
演

会
等

に
対

し
て

、
講

師
謝

金
及

び
旅

費
を

負
担

す
る

廃
止

検
討
期

間
事

業
廃

止
の

検
討

○

中
央

図
書

館
視

聴
覚

ラ
イ

ブ
ラ

リ
ー

運
営
・

教
材

等
整

備
事

業

学
校

教
育

及
び

社
会

教
育

に
お

け
る

視
聴

覚
教

育
の

振
興

の
た

め
、

視
聴

覚
機

材
・

教
材

を
整

備
・

維
持

管
理

し
貸

出
業

務
を

行
う

ほ
か

、
子

ど
も

映
画

会
、

視
聴

覚
機

器
の

操
作

研
修

会
等

の
開

催
や

所
有

教
材

の
デ

ジ
タ

ル
化

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
で

の
利

活
用

を
促

進
す

る

縮
小

○

(4
) 
幼

児
教

育
・
学

校
教

育
等

の
充

実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

学
校

教
育

課
学
校

野
外

鍛
錬

推
進

事
業

費
カ

ヌ
ー

の
修

繕
料

、
廃

棄
手

数
料

な
ど

、
カ

ヌ
ー

競
技

を
通

じ
て

児
童

生
徒

の
体

力
向

上
等

を
図

る
も

の
廃

止
検

討
期

間

学
校

教
育

課
市

立
学

校
教

職
員

研
修

補
助

金
市

立
学

校
教

職
員

研
修

補
助

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

学
校

教
育

課
小
・

中
学

校
文

化
活

動
出

場
補

助
金

小
中

学
校

文
化

活
動

の
九

州
大

会
等

へ
の

(
削

除
)
出

場
校

へ
の

補
助

金
交

付
縮

小
検

討
期

間
○

平
成

３
０

年
度

ま
で

に
各

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

議
会

で
の

生
涯

学
習

の
定

着
に

取
り

組
む

。

教
材

等
の

購
入

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

以
上

に
選

別
し

な
が

ら
行

う
一

方
、

教
材

・
機

材
の

利
活
用

の
促

進
、

視
聴

覚
関

係
研

修
、

映
画

会
の

開
催

等
視

聴
覚

教
育
の

推
進

に
努

め
る

。

他
市

の
状

況
も

踏
ま

え
な

が
ら
、

補
助

額
の

検
討

に
取

り
組

む
。

補
助

制
度

の
内

容
検

討
に

取
り

組
む

。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

助
成

対
象

者
の

見
直

し
に

取
り

組
む

。

国
の

制
度

見
直

し
を

踏
ま

え
、

よ
り

効
果

の
あ

る
事

業
の

検
討

を
行

う
。

国
の

制
度

見
直

し
に

よ
り

、
現

在
「

応
能

」
負

担
が

主
流

と
な

っ
て

い
る

事
業

の
必

要
性

が
低

く
な
っ

て
き

た
た

め
Ⅱ

期
を

目
途

に
廃

止
。

協
議

・
調

整
に

取
り

組
む

。
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Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

学
校

教
育

課
特

認
校

生
通

学
用

タ
ク

シ
ー

借
上
げ

・
定

期
券

代
助

成
事

業

特
認

校
生

の
送

迎
の

た
め

の
通

学
用

タ
ク

シ
ー

借
上

げ
及

び
肥

薩
お

れ
ん

じ
鉄

道
定

期
券

代
助

成
廃

止
○

(6
) 
地

域
文

化
の

保
存

・
継

承

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

文
化

課
文
化

振
興

事
業

費

心
豊

か
で

潤
い

の
あ

る
暮

ら
し

を
実

現
し

、
魅

力
あ

る
ま

ち
づ

く
り

に
資

す
る

た
め

、
各

種
事

業
に

取
り

組
み

、
文

化
振

興
の

推
進

を
図

る
も

の
で

あ
る

縮
小

検
討
期

間
○

(7
) 

ス
ポ

ー
ツ

の
振

興

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
ス

ポ
ー

ツ
振

興
補

助
金

交
付

事
業

個
人

・
団

体
が

全
国

・
九

州
大

会
へ

参
加

す
る

経
費

（
旅

費
・

宿
泊

費
）

の
一

部
を

補
助

す
る

も
の

縮
小

○

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
ス

ポ
ー

ツ
競

技
大

会
開

催
運

営
補
助

金
交

付
事

業
市

体
育

協
会

に
加

盟
す

る
団

体
が

県
・

九
州

・
全

国
大

会
を

開
催

す
る

経
費

を
一

部
補

助
金

を
交

付
す

る
も

の
廃

止
○

市
民

ス
ポ

ー
ツ

課
シ

ニ
ア

ス
ポ

ー
ツ

リ
ー

ダ
ー

派
遣
事

業
シ

ニ
ア

ス
ポ

ー
ツ

リ
ー

ダ
ー

派
遣

事
業

に
係

る
講

師
謝

金
・

旅
費

の
一

般
事

務
を

実
施

す
る

も
の

統
合

○

(8
) 
交

流
活

動
の

推
進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

企
画

政
策

課
離
島

甲
子

園
参

加
事

業
甑

島
に

住
む

中
学

生
を

他
の

離
島

で
行

わ
れ

る
軟

式
野

球
大

会
に

参
加

さ
せ

、
交

流
と

郷
土

に
誇

り
を

持
っ

て
も

ら
う

縮
小

○

特
認

校
制

度
は

平
成

２
６

年
度
ま

で
。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

補
助

内
容

の
検

討
に

取
り

組
ん

で
い

く
。

関
係

団
体

と
協

議
の

結
果

、
平

成
２

５
年

度
を

目
途

に
廃

止
。

市
民

健
康

課
で

行
わ

れ
て

い
る
事

業
に

統
合

を
図

る
こ

と
で

よ
り

効
果

的
な

も
の

と
す

る
。

参
加

年
度

を
２

年
に

１
回

と
す
る

な
ど

、
事

業
形

態
の

見
直

し
に

取
り

組
む

。

文
化

振
興

事
業

に
つ

い
て

見
直
し

を
行

い
、

文
化

振
興

に
対

す
る

有
効

な
事

業
と

し
て

取
り

組
ん

で
い

く
。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容
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Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

企
業

・
港

振
興

課
国

際
交

流
事

業
補

助
金

国
際

交
流

協
会

の
運

営
等

に
補

助
金

を
交

付
す

る
も

の
縮

小
検

討
期

間
○

企
業

・
港

振
興

課
海

外
交

流
派

遣
団

体
助

成
事

業
補
助

金
市

民
が

友
好

都
市

と
の

交
流

に
係

る
助

成
金

縮
小

検
討
期

間
○

企
業

・
港

振
興

課
外

国
人

留
学

生
奨

学
金

市
内

に
在

住
し

て
い

る
外

国
人

留
学

生
に

対
し

て
、

経
済

的
負

担
の

軽
減

と
修

学
環

境
の

整
備

を
図

る
事

業
縮

小
検

討
期

間
○

企
業

・
港

振
興

課
企

業
誘

致
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業

電
源

地
域

振
興

セ
ン

タ
ー

へ
の

委
託

事
業

・
企

業
立

地
意

向
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

・
ア

ン
ケ

ー
ト

に
基

づ
い

た
企

業
訪

問
・

企
業

展
等

に
お

け
る

本
市

の
P
R

・
工

業
団

地
紹

介
用

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

作
成

縮
小

検
討
期

間
効

果
等

測
定

と
事

業
内

容
○

４
．

誰
も

が
安

心
し

て
快

適
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く
り

【
生

活
環

境
】

(1
) 
防

災
・
生

活
安

全
対

策
の

充
実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

市
民

課
市
民

相
談

事
務

費
市

民
の

一
般

相
談

並
び

に
消

費
生

活
相

談
に

係
る

業
務

縮
小

○

(2
) 
環

境
対

策
の

充
実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

環
境

課
薩

摩
川

内
市

衛
生

自
治

団
体

連
合
会

補
助

金

補
助

対
象

経
費

　
①

　
組

織
の

運
営

経
費

　
②

　
環

境
美

化
活

動
及

び
研

修
事

業
　

　
　

（
不

法
投

棄
回

収
業

務
・

清
掃

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

補
助

な
ど

）

縮
小

○

取
組

・
検

討
内

容

川
内

港
の

利
活

用
及

び
友

好
都

市
交

流
を

推
進

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
・

継
続

の
必

要
性

も
含

め
検

討

相
談

内
容

の
多

様
化

と
よ
り

専
門

性
に

応
え

る
た

め
、

平
成

２
５

年
度

か
ら

一
般

相
談

(
心

配
ご

と
相

談
)
を

廃
止

し
、

弁
護

士
相

談
の

回
数

増
に

切
り

換
え

る
。

補
助

制
度

の
内

容
検

討
に

取
り

組
む

。

奨
学

金
額

の
検

討
を

お
こ

な
う
。

事
業

内
容

の
精

査
に

取
り

組
む

。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

課
　

　
所

個
別

事
業

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

指
定

ご
み

袋
の

収
益

状
況

も
考

慮
し

補
助

金
額

の
検

討
を

行
う

。

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

事
業

概
要

方
向

性
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(3
) 
ご

み
処

理
の

充
実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

環
境

課
Ｐ

Ｃ
Ｂ

含
有

廃
棄

物
処

理
事

業

Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃

棄
物

処
理

事
業

に
お

け
る

本
県

の
処

理
対

象
物

及
び

処
理

地
域

に
よ

り
、

本
市

は
平

成
２

４
年

度
第

３
回

に
割

振
り

①
　

第
１

期
施

設
対

象
物

の
割

振
り

は
、

北
薩

地
域

振
興

局
管

内
に

つ
て

は
平

成
２

４
年

８
月

か
ら

９
月

②
　

第
２

期
施

設
対

象
物

の
割

振
り

は
、

北
薩

地
域

振
興

局
管

内
に

つ
て

は
平

成
２

４
年

８
月

か
ら

９
月

と
な

る

縮
小

○

環
境

課
地

区
コ

ミ
分

別
収

集
事

業
（
売

払
収

入
還

元
）

資
源

ご
み

売
り

払
い

収
入

よ
り

、
地

区
コ

ミ
へ

資
源

ご
み

分
別

と
し

て
還

元
を

行
う

縮
小

検
討
期

間
○

環
境

課
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
管

理
費

（
甑

島
）

甑
島

地
域

の
上

甑
島

・
下

甑
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
の

適
正

管
理

廃
止

○

環
境

課
現

年
公

用
・

公
共

用
施

設
災

害
復
旧

事
業

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

及
び

終
処

分
場

（
環

境
課

対
応

分
）

に
係

る
災

害
時

の
施

設
復

旧
事

業
縮

小
○

環
境

課
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
設

備
改

修
事
業

精
密

機
能

検
査

報
告

に
基

づ
く

整
備

や
施

設
維

持
上

必
要

な
整

備
を

行
う ・

上
甑

島
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
（

煙
道

バ
イ

パ
ス

取
替

工
事

外
　

４
件

）
・

下
甑

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

（
ダ

ス
ト

コ
ン

ベ
ア

２
取

替
工

事
外

　
５

件
）

廃
止

○

(4
) 
下

水
道

・
生

活
排

水
処

理
対

策
の

推
進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

下
水

道
課

浄
化

槽
費

浄
化

槽
事

業
特

別
会

計
に

対
す

る
繰

出
金

に
係

る
経

費
縮

小
検

討
期

間
○

下
水

道
課

農
業

集
落

排
水

費
農

業
集

落
排

水
事

業
特

別
会

計
に

対
す

る
繰

出
金

に
係

る
経

費
縮

小
検

討
期

間
○

下
水

道
課

漁
業

集
落

排
水

費
漁

業
集

落
排

水
事

業
特

別
会

計
に

対
す

る
繰

出
金

に
係

る
経

費
縮

小
検

討
期

間
○

下
水

道
課

公
共

下
水

道
費

公
共

下
水

道
特

別
会

計
に

対
す

る
繰

出
金

に
係

る
経

費
縮

小
検

討
期

間
○

下
水

道
課

永
利
地

区
下

水
処

理
施

設
管

理
費

永
利

浄
化

セ
ン

タ
ー

の
維

持
管

理
に

係
る

経
費

縮
小

検
討
期

間
○

法
律

の
規

定
に

基
づ

き
事

業
を

実
施

す
る

。

資
源

ご
み

の
処

理
に

要
す

る
経

費
に

占
め

る
売

却
収

入
の

適
切

な
割

合
を

考
慮

し
還

元
金

の
検

討
を

行
う

。

料
金

改
定

、
維

持
補

修
管
理

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

浄
化

槽
事

業
の

見
直

し
の

検
討
を

行
っ

て
い

く
。

取
組

・
検

討
内

容

H
2
5
.
7
(
予

定
)
か

ら
の

甑
島
の

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

休
止

に
伴

い
廃

止
す

る
。

H
2
5
.
7
(
予

定
)
か

ら
の

甑
島
の

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

休
止

に
伴

い
縮

小
す

る
。

H
2
5
.
7
(
予

定
)
か

ら
の

甑
島
の

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

休
止

に
伴

い
廃

止
す

る
。

取
組

・
検

討
内

容

料
金

改
定

、
維

持
補

修
管
理

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

料
金

改
定

、
維

持
補

修
管
理

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

料
金

改
定

、
維

持
補

修
管
理

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

方
向

性

方
向

性
課

　
　

所
個

別
事

業
事

業
概

要

事
業

概
要

課
　

　
所

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

個
別

事
業
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Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

下
水

道
課

鹿
島
地

区
下

水
処

理
施

設
管

理
費

鹿
島

浄
化

セ
ン

タ
ー

の
維

持
管

理
に

係
る

経
費

縮
小

検
討
期

間
○

(5
) 
安

定
し

た
水

・
温

泉
利

用
対

策
の

充
実

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

水
道

管
理

課
・

上
水

道
課

簡
易
水

道
事

業
特

別
会

計
繰

出
金

簡
易

水
道

事
業

特
別

会
計

に
対

し
、

繰
出

基
準

に
基

づ
く

繰
出

し
を

す
る

外
、

繰
出

基
準

外
の

財
政

支
援

を
行

う
も

の
縮

小
検

討
期

間
○

水
道

管
理

課
・

上
水

道
課

水
道
事

業
補

助
金

公
営

企
業

で
あ

る
水

道
事

業
に

対
し

、
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

出
し

及
び

繰
出

基
準

外
の

財
政

支
援

を
行

う
も

の
（

入
来

法
適

用
簡

易
水

道
長

期
債

償
還

利
子

分
）

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

水
道

管
理

課
・

上
水

道
課

水
道
事

業
出

資
金

公
営

企
業

で
あ

る
水

道
事

業
に

対
し

、
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

出
し

を
行

う
も

の
（

入
来

法
適

用
簡

易
水

道
長

期
債

償
還

元
金

分
）

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

水
道

管
理

課
・

上
水

道
課

温
泉
給

湯
事

業
特

別
会

計
繰

出
金

温
泉

給
湯

事
業

特
別

会
計

に
対

し
、

財
源

不
足

分
の

財
政

支
援

を
行

う
も

の
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
○

５
．

地
域

力
を

発
揮

し
産

業
活

力
を

創
出

す
る

ま
ち

づ
く
り

【
産

業
振

興
】

(2
) 
農

業
の

振
興

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

農
政

課
産
地

農
業

活
性

化
支

援
事

業
5
6
歳

以
上

の
認

定
農

業
者

及
び

生
産

者
団

体
に

対
し

、
経

営
改

善
を

目
指

し
た

施
設

や
機

械
等

の
導

入
に

対
す

る
支

援
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
検

討
期

間

農
政

課
産
地

農
業

後
継

者
支

援
事

業
5
5
歳

以
下

の
新

規
就

農
者

・
認

定
農

業
者

で
あ

る
産

地
農

業
後

継
者

に
対

し
、

経
営

改
善

に
必

要
な

施
設

や
機

械
等

の
導

入
に

対
す

る
支

援
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
検

討
期

間

農
政

課
農
産

物
販

売
促

進
事

業
本

市
農

産
物

の
販

売
促

進
活

動
（

地
産

地
消

、
農

商
工

連
携

含
む

）
を

生
産

者
団

体
及

び
Ｊ

Ａ
と

一
体

と
な

っ
た

取
組

縮
小

検
討
期

間
○

農
政

課
離

島
の

流
通

効
率

化
・

コ
ス

ト
改

善
事

業
甑

か
ら

本
土

へ
農

産
物

を
運

ぶ
た

め
に

か
か

る
航

送
賃

の
支

援
縮

小
検

討
期

間
○

平
成

2
8
年

度
本

土
地

域
の

簡
水
統

合
に

伴
い

、
①

残
債

の
取

扱
（

起
債

の
額
を

統
合

前
ま

で
に

縮
減

、
繰

上
げ

返
済

等
に

つ
い

て
財

政
当

局
と

要
協
議

。
）

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

②
簡

易
水

道
の

地
方

債
元

利
償

還
金

繰
り

出
し

に
つ

い
て

、
財

政
当

局
と

検
討

。
（

繰
出

し
基

準
あ

り
）

③
料

金
へ

の
影

響
・

一
般
会

計
か

ら
の

繰
入

等
の

検
討

。

料
金

改
定

、
維

持
補

修
管
理

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

課
　

　
所

個
別

事
業

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

個
別

事
業

料
金

改
定

、
維

持
補

修
管
理

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

方
向

性
事

業
概

要
課

　
　

所
取

組
・
検

討
内

容

課
　

　
所

甑
島

を
除

く
簡

易
水

道
事
業

に
つ

い
て

は
平

成
２

８
年

度
に

水
道

事
業

会
計

へ
統

合
を

行
っ

て
い

く
。

統
合

ま
で

に
整

備
を

行
い

、
水

道
事

業
会

計
へ

移
管

す
る

こ
と

と
す

る
の

で
、

臨
時

的
に

Ⅰ
期

時
点

で
繰

出
金

の
増

額
が

予
想

さ
れ
る

。
ま

た
、

甑
地

域
に

つ
い

て
は
、

平
成

2
8
年

度
以

降
繰

出
し

が
必

要
と

な
る

。

取
組

・
検

討
内

容

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

方
向

性
事

業
概

要
個

別
事

業

事
業

概
要

生
産

者
の

要
望

を
基

に
事

業
の

必
要

性
に

つ
い

て
審

査
会

を
実

施
し

決
定

を
行

っ
て

い
る

が
、

審
査
基

準
の

見
直

し
を

行
う

。

生
産

者
の

要
望

を
基

に
事

業
の

必
要

性
に

つ
い

て
審

査
会

を
実

施
し

決
定

を
行

っ
て

い
る

が
、

審
査
基

準
の

見
直

し
を

行
う

。

輸
送

計
画

等
見

直
し

を
行

い
経

費
削

減
に

努
め

る
。

関
係

団
体

と
協

議
を

行
い

、
負

担
金

額
の

調
整

を
行

っ
て

い
く

。

- 35 -



Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

農
政

課
農
業

公
社

運
営

事
業

農
業

公
社

に
対

す
る

運
営

補
助

金
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
検

討
期

間

農
政

課
新
規

就
農

者
育

成
事

業
農

業
公

社
の

研
修

事
業

を
受

け
る

者
を

対
象

に
研

修
期

間
中

の
生

活
支

援
を

行
う

縮
小

○

農
政

課
産
業

祭
開

催
事

業

農
林

水
産

業
と

商
工

業
が

連
携

し
て

産
業

祭
を

開
催

す
る

こ
と

で
、

市
内

産
業

の
情

報
提

供
と

そ
れ

ぞ
れ

の
産

業
の

大
切

さ
を

認
識

し
て

も
ら

う
た

め
、

市
民

参
加

型
の

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
産

業
祭

を
開

催
す

る
も

の
　

産
業

功
労

者
等

の
表

書
、

地
域

の
郷

土
芸

能
等

、
農

産
物

販
売

コ
ー

ナ
ー

、
各

種
紹

介
コ

ー
ナ

ー
等

の
催

し
を

実
施

す
る

縮
小

○

畜
産

課
産

地
農

業
後

継
者

支
援

事
業

補
助
金

5
5
歳

以
下

の
農

業
者

又
は

5
5
歳

以
下

の
後

継
者

と
共

同
経

営
を

実
施

し
て

い
る

農
業

者
に

対
し

、
事

業
費

の
1
/
2
以

内
を

補
助

①
畜

舎
・

堆
肥

舎
等

の
畜

産
用

施
設

の
新

設
・

増
改

築
に

補
助

②
畜

産
用

機
械

・
運

搬
車

（
中

古
機

械
含

む
）

等
の

導
入

に
補

助
事

前
要

望
調

査
及

び
審

査
会

開
催

縮
小

畜
産

課
産

地
農

業
活

性
化

支
援

事
業

補
助
金

農
家

所
得

の
向

上
を

図
る

た
め

、
５

６
歳

以
上

の
専

業
農

家
を

対
象

に
、

施
設

整
備

、
機

会
の

導
入

に
係

る
経

費
を

補
助

す
る

も
の

縮
小

畜
産

課
乳

用
雌

牛
保

留
導

入
事

業
補

助
金

酪
農

家
に

対
し

、
県

内
外

か
ら

素
牛

を
導

入
し

た
場

合
（

自
家

保
留

を
含

む
）

そ
の

費
用

の
一

部
を

助
成

す
る

こ
と

で
、

乳
価

低
迷

で
厳

し
い

経
営

を
緩

和
す

る
　

産
乳

能
力

（
乳

量
・

乳
質

）
に

優
れ

た
乳

用
雌

牛
の

保
留

導
入

を
対

象
と

す
る

①
県

外
導

入
：

１
０

０
、

０
０

０
円

②
県

内
導

入
：

　
５

０
、

０
０

０
円

③
自

家
保

留
：

　
２

０
、

０
０

０
円

縮
小

○

畜
産

課
こ

し
き

地
域

生
産

農
家

支
援

事
業

本
土

の
生

産
農

家
と

比
較

し
て

繁
殖

雌
牛

の
改

良
が

重
要

な
課

題
と

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

優
秀

な
繁

殖
雌

牛
に

更
新

す
る

こ
と

で
肉

用
牛

の
改

良
を

促
進

す
る

農
家

に
対

し
て

助
成

す
る

と
共

に
離

島
と

い
う

ハ
ン

デ
ィ

の
あ

る
甑

島
地

域
生

産
農

家
の

厳
し

い
経

営
を

緩
和

す
る

た
め

、
子

牛
の

海
上

輸
送

に
係

る
経

費
を

助
成

す
る

も
の

１
優

良
雌

牛
導

入
（

繁
殖

牛
更

新
推

進
）

助
成

２
子

牛
預

か
り

施
設

航
送

料
助

成

縮
小

○

農
政

課
農

業
公

社
公

募
型

地
域

農
業

活
性
化

事
業

農
林

業
の

振
興

や
農

村
の

活
性

化
を

図
る

た
め

に
、

意
欲

あ
る

農
家

や
組

織
が

提
案

す
る

実
践

的
な

活
動

に
対

し
、

農
業

公
社

が
活

動
経

費
の

一
部

を
助

成
す

る
も

の
縮

小
検

討
期

間
○

農
政

課

み
ん
な

で
が

ん
ば

る
地

域
営

農
支
援

事
業

(
現

行
：

か
た

ろ
う
集

落
営

農
組

織
育

成
推

進
事

業
)

集
落

営
農

組
織

づ
く

り
及

び
活

動
促

進
に

向
け

た
話

し
合

い
活

動
や

先
進

地
視

察
等

の
取

組
み

を
す

る
地

区
の

活
動

を
支

援
す

る
も

の
縮

小
検

討
期

間
○

取
組

・
検

討
内

容

生
産

者
の

要
望

を
基

に
事

業
の

必
要

性
に

つ
い

て
審

査
会

を
実

施
し

決
定

を
行

っ
て

い
る

が
、

審
査
基

準
の

見
直

し
を

行
う

。

課
　

　
所

規
模

縮
小

等
を

図
り

な
が

ら
、

集
落

営
農

組
織

育
成

推
進

に
つ

い
て

は
引

き
続

き
取

り
組

む
。

審
査

基
準

の
見

直
し

を
行

い
、

対
象

事
業

の
絞

り
込

み
を

行
っ

て
い

く
。

補
助

内
容

の
検

証
・

検
討

を
行

う
。

補
助

内
容

の
検

証
・

検
討

を
行

う
。

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

生
産

者
の

要
望

を
基

に
事

業
の

必
要

性
に

つ
い

て
審

査
会

を
実

施
し

決
定

を
行

っ
て

い
る

が
、

審
査
基

準
の

見
直

し
を

行
う

。

地
産

地
消

や
地

域
振

興
を

目
的
と

し
た

イ
ベ

ン
ト

で
あ

り
、

規
模

縮
小

等
を

図
り

つ
つ

イ
ベ

ン
ト
存

続
を

行
っ

て
い

き
た

い
。

全
庁

的
な

取
組

に
合

わ
せ

検
討
を

行
う

。

国
の

支
援

事
業

を
活

用
で

き
る

方
は

、
市

の
対

象
と

し
な

い
。

支
援

額
を

国
の

額
に

調
整

し
、

事
業
費

を
削

減
す

る
。

市
が

支
援

す
る

対
象

者
を

設
定

す
る

。
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Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

農
業

委
員

会
事

務
局

農
地
流

動
化

促
進

事
業

・
認

定
農

業
者

の
規

模
拡

大
と

経
営

安
定

・
農

村
地

域
の

活
性

化
対

策
縮

小
検

討
期

間
（

基
準

見
直

し
）

検
討

期
間

又
は

　
段

階
的

縮
減

に
着

手
○

耕
地

課
市
単

土
地

改
良

事
業

費
委

託
料

、
機

械
借

上
、

工
事

請
負

、
原

材
料

支
給

等
に

よ
り

、
農

道
・

水
路

等
の

農
業

生
産

基
盤

の
整

備
・

修
繕

や
農

村
生

活
環

境
の

整
備

・
保

全
に

係
る

も
の

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

５
．

地
域

力
を

発
揮

し
産

業
活

力
を

創
出

す
る

ま
ち

づ
く
り

【
産

業
振

興
】

(3
) 
林

業
の

振
興

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

林
務

水
産

課
祁

答
院

山
村

広
場

休
憩

施
設

「
轟

悠
久

館
」

運
営

補
助

金
祁

答
院

山
村

広
場

休
憩

施
設

「
轟

悠
久

館
」

へ
の

運
営

補
助

金
廃

止
検

討
期

間
○

林
務

水
産

課
森
の

め
ぐ

み
の

産
地

づ
く

り
事

業
（

市
単

）
県

の
補

助
基

準
に

満
た

な
い

箇
所

及
び

、
県

の
内

示
額

を
上

回
っ

た
箇

所
の

竹
林

整
備

を
行

う
者

に
対

し
て

、
事

業
費

の
補

助
す

る
も

の
廃

止
○

林
務

水
産

課
森
林

国
営

保
険

市
有

林
管

理
に

係
る

事
務

経
費

縮
小

検
討
期

間
○

林
務

水
産

課
林
業

就
労

改
善

推
進

事
業

北
薩

森
林

組
合

が
実

施
す

る
民

有
林

間
伐

施
業

に
対

し
て

総
事

業
費

の
1
0
%
補

助
す

る
も

の
縮

小
検

討
期

間
○

林
務

水
産

課
林
業

就
労

改
善

推
進

事
業

北
薩

森
林

組
合

が
加

入
す

る
6
0
歳

以
下

の
作

業
員

を
対

象
と

し
た

社
会

保
険

制
度

、
退

職
金

共
済

制
度

の
費

用
の

1
/
3
を

補
助

す
る

も
の

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

林
務

水
産

課
林
道

施
設

管
理

事
業

林
道

施
設

を
適

正
に

維
持

管
理

す
る

こ
と

に
よ

り
、

森
林

施
業

の
効

率
化

及
び

車
両

通
行

の
安

全
を

図
る

経
費

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

(4
) 
水

産
業

の
振

興

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

林
務

水
産

課

・
川

内
・

甑
と

れ
た

て
市

（
年

1
4
回

）
3
、

0
0
0
、

0
0
0
円

・
薩

摩
川

内
・

こ
し

き
お

魚
ま

つ
り

(
年
1
回

)
 
3
、

0
0
0
、

0
0
0
円

・
川

内
・

甑
と

れ
た

て
市

（
年

1
4
回

）
3
、

0
0
0
、

0
0
0
円

・
薩

摩
川

内
・

こ
し

き
お

魚
ま

つ
り

(
年

1
回

)
 
3
、

0
0
0
、

0
0
0
円

縮
小

検
討
期

間
○

課
　

　
所

個
別

事
業

取
組

・
検

討
内

容
方

向
性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容
方

向
性

事
業

概
要

個
別

事
業

課
　

　
所

取
組

・
検

討
内

容
方

向
性

事
業

概
要

個
別

事
業

課
　

　
所

補
助

基
準

の
見

直
し

や
、

担
い

手
農

家
の

基
準

の
明

確
化

に
取

り
組

む

事
業

概
要

近
隣

市
町

村
と

の
整

合
を

図
り

な
が

ら
縮

小
等

を
検

討
し

て
い

く
。

近
隣

市
町

と
の

整
合

を
図

り
な
が

ら
縮

小
等

を
検

討
し

て
い

く
。

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

平
成

２
８

年
度

を
も

っ
て

補
助
金

を
廃

止
す

る
。

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

森
林

保
険

へ
の

加
入

本
数

を
絞

っ
て

い
く

。

薩
摩

川
内

市
の

水
産

物
を

直
接
消

費
者

に
提

供
す

る
場

で
あ

る
た

め
、

規
模

を
縮

小
し

な
が

ら
継

続
的

に
取

り
組

ん
で

い
く

。

市
道

と
同

様
、

要
望

の
あ
っ

た
も

の
に

対
し

て
補

修
を

行
う

か
ど

う
か

の
採

用
基

準
の

見
直

し
を
行

う
。

整
備

・
修

繕
に

対
す

る
審

査
基

準
及

び
負

担
金

見
直

し
を

検
討

す
る

。

県
の

内
示

額
を

上
回

っ
た

分
へ

の
補

助
を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
平

成
２

６
年

度
を

目
途
に

廃
止

と
す

る
。
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(5
) 
商

工
業

の
振

興

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

商
工

振
興

課
ま

ち
あ

い
サ

ロ
ン

 
情

報
表

示
板

発
信

等
事

業
中

心
市

街
地

で
情

報
表

示
板

を
活

用
し

、
広

く
市

民
や

来
川

さ
れ

た
方

に
市

の
イ

ベ
ン

ト
等

情
報

を
提

供
を

行
う

縮
小

検
討
期

間
○

商
工

振
興

課
商

工
会

議
所

等
指

導
事

業
補

助
金

商
工

会
議

所
等

の
健

全
な

運
営

の
確

保
並

び
に

各
種

指
導

事
業

等
の

充
実

を
図

る
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
検

討
期

間

商
工

振
興

課
中
小

企
業

対
策

利
子

補
助

金
中

小
企

業
者

等
が

、
制

度
資

金
等

の
融

資
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

負
担

を
軽

減
し

、
中

小
企

業
者

等
の

経
営

体
質

の
強

化
を

図
る

縮
小

検
討
期

間
○

商
工

振
興

課
緊

急
保

証
制

度
保

証
料

補
助

金

特
定

中
小

企
業

者
が

、
緊

急
保

証
制

度
に

お
け

る
資

金
等

の
融

資
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

特
定

中
小

企
業

者
等

の
負

担
を

軽
減

し
、

経
営

体
質

強
化

を
図

る
廃

止
検

討
期

間
○

商
工

振
興

課
創

業
・

チ
ャ

レ
ン

ジ
支

援
補

助
金

中
小

企
業

者
等

が
創

業
支

援
資

金
等

の
融

資
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

中
小

企
業

者
等

の
負

担
軽

減
や

事
業

転
換

の
推

進
、

新
た

な
中

小
企

業
者

の
発

掘
を

図
る

廃
止

検
討
期

間
○

商
工

振
興

課
中
心

市
街

地
活

性
化

事
業

費
中

心
市

街
地

の
衰

退
傾

向
に

歯
止

め
を

か
け

、
商

店
街

に
明

る
さ

と
活

気
を

取
り

戻
さ

せ
る

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
○

(6
) 
観

光
の

振
興

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課

シ
テ
ィ

セ
ー

ル
ス

情
報
発

信
・

広
告

・
Ｐ

Ｒ
事

業

一
般

広
告

、
交

通
広

告
、

電
子

媒
体

、
観

光
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・

チ
ラ

シ
W
e
b
こ

こ
ろ

観
光

・
C
S
課

・
特

産
品

ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
等

縮
小

一
部
実

施
○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
セ

ー
ル

ス
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

事
業

ト
ッ

プ
セ

ー
ル

ス
事

業
、

観
光

大
使

事
業

、
観

光
親

善
大

使
、

ス
ピ

リ
ッ

ツ
ロ

ゴ
マ

ー
ク

等
縮

小
一

部
実

施
○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
観

光
誘

客
事

業
旅

行
商

品
造

成
支

援
事

業
、

グ
リ

ー
ン

・
ツ

ー
リ

ズ
ム

推
進

事
業

、
甑

島
ブ

ル
ー

・
ツ

ー
リ

ズ
ム

推
進

事
業

等
、

地
域

観
光

、
観

光
ガ

イ
ド

等
縮

小
一

部
実

施
○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
観

光
イ

ベ
ン

ト
事

業
川

内
大

綱
引

等
イ

ベ
ン

ト
実

施
事

業
縮

小
一

部
実
施

○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
特

産
品

販
売

事
業

催
事

・
斡

旋
事

業
、

郷
土

会
等

縮
小

一
部

実
施

○

課
　

　
所

課
　

　
所

個
別

事
業

個
別

事
業

全
庁

的
に

取
り

組
む

必
要

が
あ
る

。

取
組

・
検

討
内

容

関
係

団
体

と
協

議
を

行
い

、
Ⅱ

期
を

目
途

に
事

業
調

整
に

取
り

組
む

。

現
在

の
１

０
０

％
の

補
助
率

は
時

限
的

な
も

の
で

あ
る

た
め

、
Ⅱ

期
を

目
途

に
元

の
３

０
％

補
助
率

へ
戻

す
。

取
組

・
検

討
内

容

Ⅱ
期

を
目

途
に

、
中

小
企

業
対
策

利
子

補
助

金
と

統
合

で
き

る
よ

う
補

助
内

容
の

精
査

等
調

整
に
取

り
組

む
。

事
業

内
容

の
見

直
し

に
取

り
組

む
。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

時
限

的
な

補
助

制
度

で
あ
る

た
め

、
Ⅱ

期
を

目
途

に
廃

止
を

す
る

。

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。
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Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
観

光
施

設
事

業
観

光
施

設
・

観
光

船
等

の
活

用
推

進
及

び
維

持
管

理
を

行
う

も
の

縮
小

一
部
実

施
○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

サ
ポ

ー
タ

ー
事

業
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

サ
ポ

ー
タ

ー
制

度
に

係
る

も
の

縮
小

一
部
実

施
○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
シ

テ
ィ

ー
セ

ー
ル

ス
雇

用
創

造
事

業
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
を

通
じ

た
雇

用
の

創
出

の
た

め
の

セ
ミ

ナ
ー

事
業

及
び

商
品

開
発

事
業

に
係

る
も

の
縮

小
一

部
実

施
○

観
光

・
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
観

光
・

シ
テ

ィ
セ

ー
ル

ス
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
事

業
ブ

ラ
ン

ド
・

シ
テ

ィ
セ

ー
ル

ス
推

進
本

部
会

議
、

観
光

関
連

団
体

負
担

金
等

縮
小

一
部
実

施
○

６
．

都
市

力
を

創
出

す
る

ま
ち

づ
く
り

【
社

会
基

盤
】

(1
) 
住

環
境

の
整

備

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

建
築

住
宅

課
住
宅

管
理

費
市

営
住

宅
管

理
に

関
す

る
業

務
縮

小
○

企
画

政
策

課
定
住

促
進

補
助

金

補
助

金
の

受
付

、
審

査
、

交
付

を
行

う
　

①
定

住
住

宅
取

得
補

助
金

　
②

定
住

住
宅

リ
フ

ォ
ー

ム
補

助
金

　
③

新
幹

線
通

勤
定

期
購

入
補

助
金

縮
小

H
2
5
年

度
に

、
H
2
6
以

降
の

制
度

見
直

し
の
検

討
を

行
う

(2
) 
公

園
緑

地
の

整
備

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

建
設

整
備

課
緑

化
整

備
事

業
(
花

苗
等

消
耗

品
)

花
と

み
ど

り
に

よ
る

観
光

振
興

と
潤

い
の

あ
る

ま
ち

づ
く

り
を

図
る

た
め

に
、

道
路

沿
線

及
び

川
内

駅
周

辺
の

花
壇

等
に

花
苗

等
を

配
布

す
る

縮
小

○

課
　

　
所

個
別

事
業

取
組

・
検

討
内

容

取
組

・
検

討
内

容

開
始

か
ら

９
年

経
過

し
、

こ
れ
ま

で
を

振
り

返
り

つ
つ

よ
り

良
い

制
度

と
す

る
た

め
、

補
助

内
容
の

見
直

し
に

取
り

組
む

。

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容
課

　
　

所
個

別
事

業

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

支
所

管
理

分
の

市
営

住
宅

に
つ
い

て
指

定
管

理
の

導
入

に
取

り
組

ん
で

い
く

。

関
係

課
と

調
整

を
行

い
な
が

ら
、

平
成

２
５

年
度

以
降

に
経

費
削

減
に

取
り

組
む

。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

施
設

見
直

し
・

民
間

活
力

の
活

用
を

推
進

。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

観
光

協
会

・
特

産
品

協
会
主

体
へ

の
切

り
替

え
。

- 39 -



(3
) 
道

路
・
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

商
工

振
興

課
く

る
く

る
バ

ス
運

行
業

務
委

託
市

内
の

住
民

及
び

観
光

客
に

対
し

、
交

通
利

便
性

向
上

の
た

め
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

を
運

行
す

る
事

業
縮

小
○

商
工

振
興

課
地

区
コ

ミ
・

デ
マ

ン
ド

運
行

モ
デ
ル

事
業

各
地

区
コ

ミ
地

域
内

の
交

通
空

白
地

帯
の

解
消

の
た

め
、

地
域

内
に

お
い

て
デ

マ
ン

ド
運

行
を

す
る

場
合

に
経

費
の

一
部

を
補

助
す

る
事

業
縮

小
○

商
工

振
興

課
市

内
横

断
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
運

行
委
託

住
民

、
観

光
客

等
の

利
便

性
の

向
上

に
つ

な
げ

る
こ

と
、

中
心

市
街

地
へ

の
移

動
手

段
の

確
保

と
強

化
等

を
目

的
に

、
中

心
市

街
地

と
支

所
地

域
を

結
ぶ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

を
運

行
す

る
事

業
縮

小
○

(7
) 
情

報
通

信
基

盤
の

整
備

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

市
民

課
戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
戸

籍
・

住
民

基
本

台
帳

等
に

係
る

届
出

及
び

証
明

発
行

等
業

務
縮

小
検

討
期

間
○

７
．

み
ん

な
で

進
め

る
市

民
参

画
の

ま
ち

づ
く
り

【
市

民
参

画
】

(1
) 
市

民
参

画
の

推
進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

広
報

室
テ

レ
ビ

広
報

業
務

委
託

民
放

４
社

に
よ

る
Ｔ

Ｖ
広

報
縮

小
○

取
組

・
検

討
内

容

取
組

・
検

討
内

容

運
賃

に
つ

い
て

は
Ｈ

２
４

年
度
中

に
活

性
化

協
議

会
で

結
論

を
出

し
て

も
ら

う
。

制
度

内
容

の
見

直
し

に
つ

い
て
取

り
組

む
。

運
賃

に
つ

い
て

は
Ｈ

２
４

年
度
中

に
活

性
化

協
議

会
で

結
論

を
出

し
て

も
ら

う
。

広
報

紙
、

H
P
の

充
実

を
図

る
と
共

に
、

イ
ベ

ン
ト

等
広

報
が

必
要

な
担

当
課

と
検

討
し

て
い

く
。取

組
・
検

討
内

容
課

　
　

所
個

別
事

業
事

業
概

要
方

向
性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

課
　

　
所

個
別

事
業

事
業

概
要

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

コ
ン

ビ
ニ

交
付

な
ど

新
た

な
制

度
の

導
入

に
取

り
組

ん
で

い
く

。
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８
．

持
続

可
能

な
行

財
政

運
営

の
推

進
と

政
策

形
成

能
力

の
向

上
に

よ
る

ま
ち

づ
く
り

【
都

市
経

営
】

(1
) 
実

効
性

の
高

い
行

政
経

営
等

の
推

進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

財
産

活
用

推
進

課
薩

摩
川

内
市

民
ま

ち
づ

く
り

公
社
運

営
補

助
金

市
民

ま
ち

づ
く

り
公

社
運

営
補

助
金

縮
小

検
討
期

間
検

討
期

間
検

討
期

間

総
務

課
交
流

派
遣

事
業

国
・

県
へ

の
交

流
派

遣
事

業
縮

小
検

討
期

間
検

討
期

間
○

(2
) 
健

全
で

安
定

的
な

財
政

運
営

の
推

進

Ⅰ
期

（
Ｈ
２

５
～

Ｈ
２

７
）

Ⅱ
期

（
Ｈ

２
８

～
Ｈ

３
０

）
Ⅲ

期
（

Ｈ
３

１
～

Ｈ
３

２
）

財
政

課
行

政
関

連
情

報
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

サ
ー

ビ
ス

活
用

専
門

業
者

の
提

供
す

る
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

サ
ー

ビ
ス

を
活

用
し

、
行

政
関

連
情

報
の

取
得

を
行

う
も

の
廃

止
○

財
政

課
補
助

金
等

評
価

事
業

条
例

に
基

づ
き

市
長

が
実

施
す

る
補

助
金

等
の

評
価

に
際

し
、

補
助

金
等

評
価

委
員

会
に

諮
問

し
意

見
を

聴
取

す
る

も
の

廃
止

○

課
　

　
所

個
別

事
業

方
向

性

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

取
組

・
検

討
内

容

取
組

・
検

討
内

容

削
減

・
縮

小
時

期
、

過
程

事
業

概
要

方
向

性

事
業

概
要

個
別

事
業

課
　

　
所

事
務

事
業

評
価

と
統

合
。

国
・

県
か

ら
の

業
務

支
援

や
職

員
の

資
質

向
上

を
目

的
と

し
、

国
・

県
等

と
人

事
交

流
を

行
っ

て
い

る
が

、
定

数
削

減
の

中
に

お
い

て
は

、
人

事
交

流
者

数
も

削
減
す

る
方

向
で

検
討

す
る

。

運
営

補
助

金
で

あ
り

、
全

庁
的

な
取

り
扱

い
方

針
に

合
わ

せ
検

討
を

行
う

。

個
別

の
媒

体
と

契
約

を
行

わ
ず
、

職
員

自
ら

情
報

を
「

取
り

」
に

い
く

手
法

へ
変

更
。
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